
資料１ 

新潟市消費生活推進計画・消費者教育推進計画（二次改定）（素案）に対する意見及びその対応 

番 頁 項 目 委員からの意見 事務局の考え方 修正（案）  

１ ３ 第２章 消費者を取り

巻く状況の変化 

１ 消費者を取り巻く現

状 

（４）消費生活の安全・

安心にかかわる事件・

災害などの発生 

資料２の「消費者白

書」に子どもの事故

防止の特集が取り上

げられている。消費

生活の中で、重要な

ことなので計画の中

に書き込むことはで

きないか？ 

第２章 消費者を取

り巻く状況の変化 

１ 消費者を取り巻く

現状 

（４）消費生活の安

全・安心にかかわる

事件・災害などの発

生 

に右記のとおり、書

き込む込むこととし

ました 

計画（修正案）Ｐ3 に

記載のとおり。 

 

２ ３ 第２章 消費者を取り

巻く状況の変化 

１ 消費者を取り巻く現

状 

（５）エシカル消費、食

品ロスへの安心

の高まり 

エシカル消費につい

て、具体的に分かり

やすい説明の配慮

があったほうがい

い。 

「持続可能な開発目

標（SDGs）」でも海を

守るとかというところ

にも結びつけられて

いるので、説明もさ

れたほうがいい。 

「エシカル消費」に、

持続可能な開発目標

（SDGs）」を追記し、

P60 資料編の用語の

解説で説明させてい

ただくことにしまし

た。 

計画（修正案）Ｐ3、

P60 に記載のとお

り。 

 

３ １５ 第４章 計画の課題と

施策の体系 

２ 課題と施策の展開 

 課題Ⅱ 「消費者教育

の推進（新潟市消費

者教育推進計画） 

 

消費者教育を進めて

いく上で、「消費者市

民社会」という言葉

が、キーワードにな

っているが、計画の

中に記載がない。消

費者教育を進めるう

えで必要な言葉では

ないのか？ 

課題Ⅱ 「消費者教

育の推進（新潟市消

費者教育推進計画）

の前文に、「消費者

市民社会」について

記述することとしまし

た。 

計画（修正案）Ｐ15 に

記載のとおり。 

 

４ １６ 同上 

 課題Ⅱ 「消費者教育

の推進（新潟市消費

者教育推進計画） 

 

一番被害に遭いそう

な高齢者への対応と

して、敬老会の寸劇

など、印刷物以外の

ものが欲しい。 

施策５消費者教育の

機会の充実 

（６）高齢者に対する

消費者教育の充実 

の③に「高齢者の見

守り・・・」と加えまし

た。 

計画（修正案）Ｐ16、

施策５－（６）－③ 

に記載のとおり。 

 

５ １７ 同上 

 課題Ⅱ 「消費者教育

の推進（新潟市消費

者教育推進計画） 

 

小中高生にとって教

員は身近な存在で、

教職員に対する研修

は重要である。 

施策６消費者教育の

支援者の育成 

（１）消費者教育の支

援者の育成 

の①に「実効性のあ

る・・・」と書き加え教

職員の研修を実施し

たいと思います。 

計画（修正案）Ｐ17、

施策６－（１）－① 

に記載のとおり。 
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番 頁 項 目 委員からの意見 事務局の考え方 修正（案）  

６ １７ 同上 

 課題Ⅱ 「消費者教育

の推進（新潟市消費

者教育推進計画） 

 

地域教育コーディネ

ーターに消費者教育

の研修を受けさせた

ら、消費者教育が浸

透するのでないか？

施策６消費者教育の

支援者の育成 

（１）消費者教育の支

援者の育成 

の①に教職員のほ

かに、「学校関係者

等」を加えました。 

計画（修正案）Ｐ17、

施策６－（１）－① 

に記載のとおり。 

 

７ １７ 同上 

 課題Ⅱ 「消費者教育

の推進（新潟市消費

者教育推進計画） 

 

消費者教育コーディ

ネーターの配置は重

要であり、ぜひ取り

組んでほしい。 

現段階では、庁内で

の調整が進められて

いないため、具体的

配置については、計

画へ書き込みませ

ん。 

計画（修正案）に修

正・記載しない。 

 

８ １８ 

～ 

１９ 

同上 

 課題Ⅲ 「消費者被害

の防止・救済」 

 

「消費者契約の適正

化」を図るためには、

市の条例に基づく調

査・勧告、事業者名

の公表は悪質業者

を排除するうえで、

重要な機能だ。 

該当事例はありませ

んが、引き続き国や

県など関係機関と協

力して施策を遂行し

たいと考えていま

す。 

計画（修正案）の修

正はしない。 

 

９ ２６ 

～ 

２８ 

第５章 重点的な取り

組みと目標値 

１重点的な取り組みと

施策 及び ２重点的

な取り組みの目標値 

消費者教育の取組

について、具体的に

何に取り組むのか出

前授業に取り組むの

か、施策を体系化し

たうえで改めて取り

組むのか？具体的

な取り組を書き込む

べきだ。 

重点施策の「取り組

み 1」については、消

費者教育への考え

方を示すとともに、

「現状」と「目標値」を

記載しました。 

計画（修正案）Ｐ27、

28、重点的な取り組

みと施策及び「目標

値」 

の「取組１」 

に記載のとおり。 

 

１０ ２６ 

～ 

２８ 

同上 成年年齢の引き下げ

についても取組むと

されているが、具体

的なものがあればオ

ンデマンドでもよい

ので重点施策の取

組として、書き込む

べきだ 

成年年齢の引き下げ

に伴う具体的な動き

は、全国の都道府県

での取り組みが示さ

れましたが、今後「若

者向けアクションプラ

ン」の中で具体的な

ものが示されと考え

ていますので、県と

一緒に検討していき

ます。 

計画（修正案）Ｐ27、

28、重点的な取り組

みと施策及び「目標

値」 

の「取組１」 

に記載のとおり。 

 

１１ ２６ 

～ 

２８ 

同上 一次改定計画で重点

的な取り組みの目標

値とした「ポータルサ

イトの構築」は「未達

成」となっていること

から二次改定計画で

も同様に残して、取

り組むべきだ。 

現時点で「未達成」で

あり、引き続き取り組

むこととします。 

計画（修正案）Ｐ28、

重点的な取り組みの

目標値 

の「取組２」 

に記載のとおり。 

 

 


